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≪今年度の電子申請について≫
eGovシステムにおいて、一括有期事業報告書・総括表の今年度の電子申請
による提出は、昨年度同様、以下の特別な取り扱いとなります。

＜今年度の電子申請方法＞
・申告書のみ電子申請データで作成
・報告書・総括表はPDFにして添付書類として提出

･･･11



【事前チェック】電子申請をする前に･･･
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社労士の登録情報をチェック
台帳MENU（起動画面）>[事務所情報他]ボタン>[事務
所情報]ボタン>[e-Gov電子申請関連]タブ>[e-Gov申請
者情報①]ボタン

顧問先の登録情報をチェック
事業所ファイル>[会社情報]ボタン> [電子申請]タブ

 社労士と顧問先の登録情報、提出代⾏証明書のファイル名などに電子申請で
利用できない⽂字や記号が含まれていないか確認してください。
電子申請で使用できない⽂字例︓
囲み英数字（①②③）、ローマ数字（ⅠⅡⅢ）、囲み⽂字（㈱㈲）、半角カ
ナ、半角スペース、全角スペース、記号（/〜＄€￠￡#%&¥[]{}”ʼ―など）
環境依存⽂字

 年度更新に限り、労働保険番号とアクセスコードが記載された申告書をPDF
ファイルにして提出代⾏証明書の代わりとすることができます。

 社労士と顧問先の住所は、都道府県名から⼊⼒してください。
 初めての電子申請や、新たに電子申請を始める顧問先についてはe－Govでエ

ラーになりやすいため、⼊念にチェックすることをお奨めします。

※印の項目は⼊⼒必須項目です。
この他に、法人・団体名（漢字/フリガナ）は社労士事務所
名を必ず登録してください。



一括有期データの作成・読み込み
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処理ファイル「一括有期」であらかじめ、
一括有期データの集計をおこなっておきま
す。

１．一括有期データの「集計」をクリック
します。

２．業種番号ごとにページの並び替えをお
こないます。

※一括有期の⼯事データ⼊⼒は2018年度の
事業所ファイル下部「一括有期」ボタンで
⼊⼒が必要です。

 「元請⼯事なし」の場合は集計をする必要はありません。
 一括有期の集計操作については「一括有期マニュアル」をご覧ください。

https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/ikkatu.pdf

先に一括有期データを集計し、保存データを作成し
ている場合は、処理ファイル一括有期から「保存
データ読込」で確定2018年度の保存データを読み
込んでおきます。

１ ２



報告書PDFの作成
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1.一括有期事業報告書の普通用紙印刷画
面で「データ選択」をクリックします。

2.「PDF」ボタンをクリックします。

3.PDFに変換されるので「OK」をク
リックします。

※変換されたPDFは「読込」をクリック
すると選択できるようになります。

 一括有期の電子申請は報告書・総括表のPDFファイルを
添付する方式となります。

 報告書が複数枚になっても報告書のPDFは１つになりま
す。

 電子申請データ作成時にこちらで作成した報告書を添付
します。

 「元請⼯事なし」の場合、報告書のPDFは必要ありませ
ん。

１

※

２

３



総括表PDFの作成
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1.「総括表」ボタンをクリックし、「集
計」ボタンより賃⾦総額の求め方を選ん
で「集計」をクリックします。

2.結果が表示されたら「PDF」ボタンを
クリックして保存ファイル名を付けて
「保存」します。

3. PDFに変換されるので「OK」をク
リックします。

※変換されたPDFは「読込」をクリック
すると選択できるようになります。

 電子申請データ作成時にこちらで作成した総括表を添付
します

 「元請⼯事なし」の場合は総括表のPDFは必要ありませ
ん。

１ ２

３

※



一括有期事業（確定）の電子申請用計算書の作成
※工事データに暫定措置対象データが含まれる場合のみ作成します。
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 電子申請用計算書はデスクトップの「事業所名」フォル
ダに保存されます。

 この内訳書は、業種ごとにページが分かれます。
 電子申請データ作成時に作成した電子申請用計算書を添

付します。
 暫定措置の対象となる⼯事データは、平成25年10月1日

〜平成27年3月31日に開始した⼯事です。

1.「申告書」ボタンをクリックし「電子申請用
計算書」をクリックします。

2.「作成」をクリックします。

3.作成する業種番号を選択し、「表示」をク
リックします。

4.「PDF」でPDFが作成されます。

１

２
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4,567,89

12,345,67



各種区分、提出先情報の設定の確認
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e－Govボタンをクリックし、提出先情報と
各種区分を設定します。

労働局名を選んで読込し、申告書に記載さ
れている提出先労働局住所を選択します。
各種区分を⼊⼒して電子申請データ作成を
クリックします。

 提出先情報、各種区分の情報を設定した後に、保存データ（処理ファ
イル年度更新のメニュー画面から作成）を作成すれば、翌年度は設定
した情報が⾃動的に読み込まれます。実際の用紙と異なる各種区分情
報が表示されている場合は、用紙に合わせてください。

 提出先情報で労働局を選択した後、「読込」ボタンをクリックすると
住所が表示されます。



電子申請データの作成
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申告書フォームの「電子申請データ作成」
をクリックします。（データの編集はでき
ません。編集は前の画面に戻って変更して
ください。）

※添付ファイルがある場合は、「添付ファ
イル」ボタンをクリックし、「参照」ボタ
ンからファイルを指定します。

暫定措置が適用されている場合は電子申請
用計算書を添付してください。

別途作成された報告書、総括表PDFの添付
が必要です。（次ページ参照）

 各項目の最大⽂字数
事業所・事業主の住所・・・49⽂字
事業所・事業主の名称・・・39⽂字
事業主の氏名・・・20⽂字
事業又は作業の種類・・・100⽂字

 省略不可の項目
申請年月日、あて先の情報、労働保険番号、各種区分
申告済保険料額、充当額、還付額、不⾜額
事業の種類、申告書下部の事業所、事業主の情報

 データを修正したい場合は、「戻る」ボタンで年度更新画面に
戻って修正してください。

 「元請⼯事なし」の場合は報告書・総括表・電子申請計算書PDF
の添付は必要ありません。

※



PDF添付方法
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1.申請書フォームの添付書類の「参照」をクリック
します。

2. 作成した該当の報告書、総括表をそれぞれ選択
し、決定します。

報告書と総括表のPDFに加え、労務費率の暫定措置
が適用される場合は電子申請用計算書の添付が必要
です。

1

２



 社労士認証が複数インストールされている場合は、手順３．の際に申請に
使用する社労士認証をダブルクリックして選択してください【※】

 送信待機から送信済には約6分以内に切り替わりますが、Cellsドライブサーバー
の状態によって時間は前後します。申請後の管理については別冊マニュアルを
ご覧ください。
【申請後のデータ管理】
https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/sinnseisitaato-nodtetakannri.pdf

電子申請データの送信

1. エクセルメニューバー「電子
申請データ一覧」より「送
信」をクリックします。

2. 作成したデータを選択し、⻘
色に反転させたうえで、「申
請する」をクリックします。

3. 「選択したデータを申請しま
すか︖」と表示されましたら
「はい」をクリックします。

4. 状況が「送信待機」となり、
一定時間経過後、送信済に変
わります。
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1

※

2

3

※イメージ図はテストモードのため
実際の画面と色が異なります。



 上記操作は送信後にもおこなえます。

送信前の電子申請データの確認・削除

該当データの「詳細」ボタンをクリック
します。それぞれボタンに応じて以下の
処理をおこないます。

表示︓申請データの表示
フォルダ︓申請データを構成している
ファイルが確認できるフォルダを表示
控印刷︓A4用紙に申請概要を印刷
削除︓この電子申請データを削除
取下げ︓申請の取下げが可能
更新︓手動で状況を更新する
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表 示 フォルダ 控印刷
※労働保険料をPay-easy（ペイ
ジー）で電子納付する顧問先は、
控印刷をお渡しいただくと納付
時に必要な情報が⼊っているた
め便利です。（詳細は14ページ
をご覧ください）



 エラーとなった手続きは⾏政に到達していません。

 一度申請したデータは、エラー個所のみを直し再申請できないため、届出を作成し直す必要があります。

申請後に状況がエラーとなった場合
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送信後、状況がエラーとなった場合は、ボタンをクリックしエラー内容を確認してください。

あらためてエラー個所を修正し、電子申請データを作成し直して送信してください。



労働保険料の電子納付 Pay-easy（ペイジー）について

控印刷申請データ一覧＞詳細

台帳から電子納付はできません。ただし納付時に必要な情報【電子納付番号】【確認番号】【収納機関番
号】は下記項目より２パターンでご確認いただけます。顧問先に案内される場合は、控印刷をお渡しいただ
くと 便利です。
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